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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成23年11月4日(2011.11.4)

【公表番号】特表2004-520479(P2004-520479A)
【公表日】平成16年7月8日(2004.7.8)
【年通号数】公開・登録公報2004-026
【出願番号】特願2001-587508(P2001-587508)
【国際特許分類】
   Ｃ２２Ｃ  38/00     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  38/52     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   8/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   8/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２２Ｃ  38/00    ３０２Ｚ
   Ｃ２２Ｃ  38/52    　　　　
   Ｈ０１Ｍ   8/02    　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｍ   8/12    　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成23年9月15日(2011.9.15)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１９】
　更に本発明の高温材料の有利な実施態様では元素のＳｉおよびＡｌを最大０．５重量％
の濃度でしか含まない。元素のＳｉおよびＡｌはそれ自体、好ましくも酸化物を形成しそ
して酸化クロムの生成を妨害する。材料中のその濃度は上述の濃度に制限されるべきであ
る。Ｓｉおよび／またはＡｌの特に有利な濃度は０．２重量％より少ない。
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